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別紙資料① 



１ 総合計画とは 

将来における市のあるべき姿と進むべき方向  

まちづくりの基本的な指針 

■本市における総合計画の役割・性格 

• まちづくり，地域経営の最上位に位置づく計画。 

• 常総市がめざす目標とまちづくり推進及び行政運営の指針。 

• 市民，各種団体や企業など民間がまちづくり活動に主体的に参画して
いくための方針として示すとともに，行政と共に進めるまちづくりの指針。 

• 国・県等に対しては，当市に関連する計画や事業を実施するにあたっ
て，常総市のまちづくり指針として示すとともに，本計画の実現に向け
ての協力を要請するもの。 

 

 時代潮流と近年の環境変化を先取した市全体の方向性 
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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 

じょうそう未来創生プラン 基本構想 

じょうそう未来創生プラン 
 前期基本計画 

じょうそう未来創生プラン 
 後期基本計画 

じょうそう未来創生プラン 

基本構想  

 本市の最上位に位置する計画であり，計画行政の中心とな
るものであることから，長期の10年間を計画期間とします。 

 社会経済情勢の大きな変化に対応し，計画期間中において
も見直しを行う場合があります。 

じょうそう未来創生プラン 

基本計画 
  

 中期的な視点から計画されるものであり，５年間を計画期間
とし，前期・後期の計画とします。 

 社会経済情勢の大きな変化に対応し，計画期間中において
も見直しを行う場合があります。 

２ 計画期間 

2 



基本構想 

2018～2027 

基本計画 

2023～2027 

じょうそう未来創生プラン 

※分野別計画・・基本構想及び基本計画の内容と整合性を図ります。 
※実施計画・・・基本計画または分野別計画で掲げられている方針
に基づき，事業を具体化するための向こう３年間の事業計画を定め
るものとして調書を作成します。 

実施計画と行政評価を連動させることで市民への公表も行っており，
総合計画からの位置付けをはずすことで，分野別計画にも適用可能
となり，より柔軟に対応できるよう活用していきます。 

３ 基本構想・基本計画・実施計画・分野別計画との関連性 

分野別計画の
充実による事
業の推進 

向こう３年間
事業計画 

予算編成 

分野別計画 実施計画 

縮少 新規 

拡充 廃止 

継続 

都市
計画 

教育 環境 

保健
福祉 
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施策 分野別計画 関連分野計画 事業計画等 施策 分野別計画 関連分野計画 事業計画等

保健
健康プランじょうそう

(健康増進計画)

食育推進計画・歯科保

健計画

新型インフルエンザ等

対策行動計画
市営住宅長寿命化計画

医療 耐震改修促進計画

地域福祉活動計画 斎場・霊園

(社会福祉協議会) 上水道 水道ビジョン

少子化対策・子育て支

援

子ども・子育て支援計

画
下水道 生活排水ベストプラン

高齢者プラン 農業基盤の整備 農業振興地域整備計画

(高齢者福祉計画) 農業経営の強化

農業経営基盤の強化の

促進に関する基本的な

構想

人・農地プラン

障害者プラン 障害福祉計画 商業の振興

障害児福祉計画 工業の振興

生活の自立支援・社会

保障

国民健康保険保健事業

計画 (データヘルス計

画)

特定健診等実施計画 企業等の誘致

学校教育 教育大綱 教育情報化推進計画 地場産業

高校・高等教育 観光

青少年健全育成 雇用・就労環境

生涯学習 教育大綱 子どもの読書活動計画
アグリサイエンスバ

レー構想

スポーツ振興 スポーツ推進計画 情報公開・広報・広聴
情報提供マスタープラ

ン

情報提供マスタープラ

ン・アクションプラン

地域文化 文化財保護計画
市民協働・コミュニ

ティ

市民協働スタートブッ

ク

水害からの復興 都市間交流・国際交流

防災 地域防災計画 人権推進基本計画

消防・救急 男女共同参画計画
DV防止計画・女性活躍

計画

交通安全 行政改革大綱 集中改革プラン

防犯
公共施設等総合管理計

画

環境基本計画(新規) 人材育成基本方針

廃棄物処理基本計画 地域情報化計画

(新規) 行政改革大綱 集中改革プラン

公害防止 環境基本計画(新規) 財政健全化計画

自然環境保全・環境共

生
環境基本計画(新規)

じょうそうエコオフィ

スプラン
西南地方市町村圏計画

公園
公園長寿命化計画 (新

規)

常総地方広域市町村圏

計画

道路網の整備 橋梁長寿命化計画

交通機関の整備

土地利用と市街地整備
都市計画マスタープラ

ン

住宅・宅地

産

業

の

振

興

行

財

政

人権・男女共同参画

行政運営

財政運営

連携事業

教

育

・

文

化

生

活

環

境

廃棄物処理・リサイク

ル
一般廃棄物処理実施計

画

都

市

基

盤

整

備

保

健

・

医

療

福

祉

地域福祉 地域福祉計画

高齢者福祉 介護保険事業計画

障害者福祉

４ 計画一覧 
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【ハイパーリンク】各種計画.pptx


５ 策定体制 

市長 総合計画審議会 

アンケート調査 
（市民，小中高生，） 

市議会 

市民ワークショップ 

パブリックコメント 

策定委員会 
〇審議会に提案する 
計画案の決定 

専門部会 
〇策定委員会に提案 
する計画案の決定 

ワーキンググループ 
〇計画案の作成・調整 

【市民参加】 

報告・協議 

提言 
意見 

諮問 報告 

広報・ＨＰ 

事務局（常創戦略課） 

庁内各課 
・事業実施状況 
・ヒアリング 
・計画案調整 

答申 

指示・承認 

【庁内組織】 

協働 

設置要綱による 

設置条例による 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

各種 
会議 

策定委員会（策定・協議） 

専門部会（協議・研究） 

ワーキンググループ 
（研究・調整） 

総合計画審議会（外部） 

ワークショップ（市民協働） 

市議会 

全体工程 

6/27 

第2回 

６ 後期基本計画策定スケジュール（案） 

第２回 
7/29 

第１回 

７/25 

第1回 

第3回 

11月 

第2回 

 第4回 

第３回 

第2回 

7/21 

第1回 
第2回 

アンケート実施・分析・報告 

基本計画の作成 

意見公募 

7/19 

第1回 

印刷製本 

公表 

報告 

2月 

第3回 

第3回 
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4/25 

第1回 
 第5回 

諮問 答申 



７ 審議会の内容について 
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回 日 時 会 場 内 容 

第1回 
7月19日(火) 
午後2時30分～ 

本庁舎１階 
市民ホール 

①会長・副会長の選出、議席の決定 
②後期基本計画(案)について「諮問」 
 させていただきます。 
③後期基本計画の策定について説明を 
 させていただきます。 
④後期基本計画の骨子(案)をお示しさせ  
 ていただきます。 

第2回 
10月下旬～ 
11月上旬 

未定 
後期基本計画の素案をお示しさせてい
ただきますので、その内容についてご
議論いただきます。 

第3回 ２月上旬 未定 
後期基本計画(案)について、最終確認し
ていただき「答申」をいただきます。 

※策定の進捗状況によりましては、第２回の開催時期が変更になることもあります。 

  また、第２回と第３回の間で、もう１度開催することもあります。あらかじめ、ご了承 

  ください。 



８ じょうそう未来創生プラン（総合計画）後期基本計画策定の指針① 

常総市復興計画 
2016～2020 

常総市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン ・総合戦略 

2021～2025 
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「じょうそう未来創生プラン」 

（常総市総合計画） 

調和 終了 

デジタル田園都市国家構想 
総合戦略 ※ 

抜本的に改訂 

  ※2022年6月7日「デジタル田園都市国家構想基本方針」が閣議決定。 
  ◆基本方針…デジタルインフラを急速に整備し、官民双方で地方におけ 
                       るデジタルトランスフォーメーション（DX）を積極的に推進 
  ◆４つの柱 
    「1.デジタルの力を活用した地方の社会課題解決」 
    「2.デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備」 
    「3.デジタル人材の育成・確保」 
    「4.誰一人取り残されないための取組」 

策定時期については現時点で未定 



９ じょうそう未来創生プラン（総合計画）後期基本計画策定の指針② 
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「じょうそう未来創生プラン」 

（常総市総合計画） 

(仮)常総市デジタル田園都市 
構想総合戦略 

同    調 

※「地方創生推進交付金」「地方創生拠点整備交付金」「デジタル田園都市国家構想推進交付金」は 

  『デジタル田園都市国家構想交付金』に全て統合 

これからは、国の動向を注視しつつ、デジタル田園都市国家構想を意識しながら計画を
策定していく必要があります。 



10 前期計画～後期計画策定の背景   
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平成
30年 

令和     
元年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年~ 

道の駅 

開業予定 

あすなろの里       
キャンプ場リニューアル 

 AI・デジタル 
カーボンニュートラル

etc… 

堤防整備 

災害協定 

防災体制 

強化 

未来のトピックス 

夜間中学校 
開校 

ホンダ 協定 

国体開催 

東京五輪 

  新型コロナ 

サイクリング   
ロード整備 

産婦人科
開業予定 


